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広
島
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

で
は
不
動
産
鑑
定
士
お
よ
び
税

理
士
が
不
動
産
の
鑑
定
価
格
、

賃
料
、
交
換
、
税
金
、
そ
の
他

不
動
産
に
関
す
る
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。

４
月
２
日
㈬
午
前
10
時
〜
午

後
４
時
（
受
付
は
午
後
３
時
半

ま
で
）

【
広
島
会
場
】
公
益
社
団
法

人
広
島
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

北
会
議
室
（
ア
セ
ン
ド
八
丁
堀

５
Ｆ
）
【
呉
会
場
】
呉
市
役
所

２
階
ロ
ビ
ー

当
日
各
会
場
で
受
付

相
談
料
　
無
料

公
益
社
団
法
人 

広
島
県
不

動
産
鑑
定
士
協
会

228
‐
５
１

０
０

（
税
務
課
）

　
町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集

し
ま
す
。
入
居
の
申
し
込
み
を

さ
れ
る
人
は
、
募
集
要
項
が
あ

り
ま
す
の
で
、
役
場
開
発
指
導

課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
申
し
込
み
の
際
に
は
、
申

込
書
と
必
要
書
類
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
募
集
住
宅
　
重
地
住
宅
（
中

溝
）
１
戸
　
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
３
階
）

申
込
期
間
３
月
26
日
㈬
〜

３
月
28
日
㈮

開
発
指
導
課

820
‐
５
６
３
８

　
町
の
施
設
の
屋
根
で
太
陽
光

発
電
事
業
を
行
う
民
間
事
業
者

を
募
集
し
ま
す
。
こ
の
取
り
組

み
は
、
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導

入
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
町

所
有
の
財
産
を
活
用
し
て
環
境

対
策
な
ど
の
財
源
に
充
て
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

　
応
募
資
格
や
使
用
料
な
ど
詳

し
い
募
集
内
容
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
企
画
財
政
課
）

火災と救急の通報は１１９番　その他消防の問合せ・相談は、 
安芸消防署熊野出張所　 ８５４-１１０３

人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
、

　
　
　
電
話
し
て
く
だ
さ
い

弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談

不
動
産
の
無
料
相
談
会

〜
各
種
相
談
に
つ
い
て
の

　
秘
密
は
厳
守
し
ま
す

　
お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
〜

相
　
　
談

募
　
　
集

　
熊
野
町
の
人
権
擁
護
委
員
が
、

人
権
侵
害
に
関
す
る
こ
と
、
身

の
回
り
で
の
心
配
ご
と
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
に
つ
い
て
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。

３
月
14
日
㈮
午
前
10
時
〜

正
午
、
午
後
１
時
〜
午
後
３
時

民
生
課

820
‐
５
６
３
５

　
法
律
に
関
す
る
無
料
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。
希
望
す
る
人

は
、
民
生
課
へ
電
話
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
（
先
着
順
で

５
名
ま
で
）
定
員
に
な
り
次
第

締
め
切
り
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

５
月
８
日
㈭

役
場
１
階
会
議
室

▽
受
付
期
間
：
４
月
１
日
㈫
〜

30
日
㈬
ま
で

民
生
課

820
‐
５
６
３
５

　
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

（
法
テ
ラ
ス
）
で
は
、
民
事
法

律
扶
助
制
度
を
利
用
し
た
、
弁

護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。
相
談
会
は
事

前
予
約
制
で
、
定
員
に
な
り
次

第
締
め
切
り
ま
す
。

▽
予
約
開
始
日
３
月
31
日
㈪

４
月
12
日
㈯
午
後
１
時
〜

４
時熊

野
町
中
央
地
域
健
康
セ
ン

タ
ー６

名
（
先
着
順
・
完
全
予
約

制
）
※
相
談
時
間
１
人
30
分

※
収
入
な
ど
が
一
定
額
以
下
の

　
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
相
談
内
容
は
民
事
、
家
事
事

　
件
で
、
刑
事
事
件
に
関
す
る

　
も
の
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
法
テ
ラ
ス
広
島
に

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
法
テ
ラ
ス
広
島

050
‐
３

３
８
３
‐
５
４
８
５
（
平
日
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
受
付
）

町
営
住
宅
の
入
居
者
募
集
に

つ
い
て
（
３
月
）

太
陽
光
発
電
事
業
者
を

募
集
し
ま
す

「
法
テ
ラ
ス
の
日
」県
内
一
斉

無
料
法
律
相
談
会
の
ご
案
内
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税
務
課
　
820
‐
５
６
０
３

　
役
場
で
保
護
し
た
犬
の
大
半

は
、
未
登
録
ま
た
は
首
輪
や
鑑

札
お
よ
び
注
射
済
票
を
付
け
て

い
な
い
た
め
、
飼
い
主
を
探
し

た
り
、
連
絡
を
取
る
の
が
困
難

と
な
り
ま
す
。
早
く
飼
い
主
の

も
と
へ
帰
す
た
め
に
、
飼
い
犬

が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
ら
す
ぐ
に

警
察
、
生
活
環
境
課
と
広
島
県

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
ど
こ
か
で
保
護
さ

区　分 手 続 き 場 所

①軽自動車 軽自動車検査協会
503-8475

②二輪の小型
　(251cc～)

中国運輸局広島運輸支局
(050)5540-2068

③軽二輪
　(126～250cc)

広島県自動車整備振興会
295-2244

④原付(～125cc)
　小型特殊

熊野町役場　税務課
820-5603

熊野団地　山野歯科医院　Ｔｅｌ：８５４－１１３９

歯並び矯正は症状で

治療時期が異なります
専門家がいる当院へ！

歯の事は何でもご相談ください

訪問診療も行っています

広報「くまの」・熊野町ホームページ

※詳しくは、総務課　℡820－5601

広告掲載料金には、割引きがあります。
（ただし、１回の申し込みで３月分以上の申し込みが条件。）

月　　数 割　引　率
３ 月 以 上 ６ 月 未 満 ５ ％
６ 月 以 上 ９ 月 未 満 １ ０ ％
９ 月 以 上 １ ２ 月 未 満 ２ ０ ％

１ ２ 月 ３ ０ ％

※緊急車両の通行に支障となる不法駐車はやめましょう。

広告広告

熊野町の火災と救急
－平成26年１月中－

火災件数０件　　死傷者０人　
救急件数71件　　搬送人員65人

西
公
民
館
ま
つ
り
で
消
火
器

の
回
収
・
販
売
を
行
い
ま
す

お
知
ら
せ

　
古
く
な
っ
た
消
火
器
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。
１
本
１
千
円
で

処
分
し
ま
す
。
ま
た
、
新
し
い

消
火
器
の
販
売
も
行
い
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
ご
家
庭
の
防
火

対
策
を
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

※
住
宅
用
消
火
器
の
耐
用
年
数

　
は
一
般
的
に
３
年
〜
５
年

３
月
８
日
㈯
午
後
１
時
〜

午
後
４
時
半

西
公
民
館

（
西
公
民
館
ま
つ
り
）
　
　

（
総
務
課
）

れ
、
お
預
か
り
し
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
迷
い
犬
を
保
護
し
た

と
き
も
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
犬
の
首
輪
に
は
鑑
札
を
つ
け
、

猫
に
は
首
輪
を
つ
け
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う

　
鑑
札
や
注
射
済
票
か
ら
所
有

者
を
探
す
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、
必
ず
首
輪
に
つ
け
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
室
内
犬
で
あ
っ
て

も
、
逃
げ
出
し
た
時
の
た
め
に

飼
い
主
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
猫
に

も
首
輪
や
迷
子
札
を
つ
け
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

熊
野
交
番

854
‐
０
１
０
２

ま
た
は
海
田
警
察

820
‐
０
１

１
０
、
生
活
環
境
課

820
‐
５

６
０
６

広
島
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

０
８
４
８
‐
86
‐
６
５
１
１

　
軽
自
動
車
、
バ
イ
ク
な
ど
を

廃
車
、
売
買
、
譲
渡
な
ど
し
た

人
で
、
ま
だ
届
け
出
を
済
ま
せ

て
い
な
い
人
は
、
３
月
中
に
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月

１
日
現
在
に
登
録
さ
れ
て
い
る

車
両
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
変
更
手
続
き
が
な
い
場
合
、

平
成
26
年
度
の
軽
自
動
車
税
が

課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

４
月
２
日
以
降
に
廃
車
や
名
義

変
更
の
手
続
き
な
ど
を
し
て
も
、

そ
の
年
度
の
軽
自
動
車
税
が
還

付
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
手
続
き
は
、
自
動
車
な
ど
の

　
販
売
店
や
修
理
工
場
に
依
頼

　
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

　
別
途
手
数
料
が
必
要
で
す
。

※
区
分
①
〜
③
で
、
広
島
県
外

　
の
場
合
に
は
、
各
都
道
府
県

　
の
手
続
き
場
所
で
手
続
き
を

　
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

飼
い
犬
が
逃
げ
た
と
き
は

す
ぐ
に
電
話
を

軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
・

変
更
手
続
き
は
お
早
め
に


